
１．はじめに

１．１　問題の所在
　現在、わが国では財政権限を含む広範な地方分

権が最も重要な課題の一つとして議論されている。

これらの動きは、地方分権を地域の活性化と解釈

した場合、大きく分けて以下の二つに大別される

と考えられる。第一に目的達成に必要な権限を中

央政府から委譲させる権限委譲という上からの動

きであり、第二に地域の自治体１）などが現行法の

範囲内で自発的に問題解決への試みを行うという

下からの動きである。特に後者においては、様々

な地域が独自のユニークなアイデアをもとに様々

な形の協力を行い問題解決を図るという地域連携

が注目を集めている。この場合の地域連携とは、

行政領域の境界線である県境や国境に代表される

地理区分を超えて地域の行為主体が連携して協力

を行うことであると定義できる。例えば首都圏で

は地域が抱える様々な問題を独自で解決するため

に行政圏の柔軟性を認めた枠組みである「広域連

合」を利用し「首都圏連合構想」２）が提示されてい

る。この試みは、従来の「広域連合」の枠組みが

内包しつつも現実には見られなかった都府県の枠

を超えた地域での連携を達成しつつある、という

点で斬新であると言えよう。

　このような地域連携の動きは日本でこそ比較的

新しい動きであるといえるが、目を世界に転じる

と様々な地域で積極的に実行されている。特に欧

州では、自治体を中心とした地域が国内の境界線
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１） 本稿で扱う自治体とは、従来研究対象となる傾向の
強かった基礎自治体である市町村に加え、広域自治体
である都府県を含む。 ２） 日経新聞（１４/１１/２００３）．



のみならず国境という壁を越えて協力する「国境

地域協力」が他の様々な行為主体を交えつつ積極

的に行われており、日本において効率的な地域連

携を構築する上で参考にすべき点は多いと考えら

れる。

　以下では、特に欧州の二つの事例に関する現地

調査の結果を参考にすることにより、同地域で行

われている地域連携の姿を明らかにしていくもの

とする。

１．２　分析対象
　本稿では、欧州における二つの国境地域協力に

注目して分析を行う。

　国境地域協力とは、同じ国境に位置しながら異

なる国家に属する複数の地域が、共通に抱える問

題を解決するために文字通り国境を越えて行う協

力である。ただ注意すべき点は、欧州における国

境はすでに実体として国内の行政単位の境界線に

近いといえる。これに対し特に今回取り上げる二

つの事例、「バルト海沿岸地域協力」、「トラキア国

境地域協力」では、欧州連合域内ではなく欧州連

合域外との国境地域協力を行っているという点で

興味深い事例であると考えられる。

・バルト海沿岸地域協力

　バルト海をはさむ１０カ国（ロシア、エストニア、

ラトビア、リトアニア、ポーランド、ドイツ、デ

ンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンラ

ンド）の政府・地方政府・地方自治体、EU など
の諸機関、非政府組織（NGO）、研究機関などに
よる多様な協力組織の総称である。本稿では特に

ポーランドにおける地方自治体の視点から、環境

分野３）における地域連携に焦点をあてる。具体的

にはバルト地方自治体連合（Union of the Baltic 
Cities）を中心とした地域連携である（文末地図１
参照）。

・トラキア国境地域協力

　トルコ、ブルガリア、ギリシアの三国間の国境

地域で行われている地域連携の名称である４）。同 
地域には、国境地域を表す単位であるユーロ 
リージョン５）が二つ６）、県レベル以上の行政領域

を対象とする広域国境地域が一つ７）、さらにその 
ほかに大小の都市を中心とした国境地域協力８）が

多数存在する。この中でも今回特に注目するの 
が、実際に国境を接しているユーロリージョン　

Evros-Maritza-Merich（Euroregion Evros-Maritza-
Merich、以下ユーロリージョン EMM）において
おこなわれている地域連携である（文末地図２参

照）。

１．３　分析の視点
　以上のような地域連携を分析する際に有効なア

プローチとして、マルチレベル・ガバナンス

（Multi-Level Governance）の概念を挙げる。
　そもそもガバナンスとは、「さまざまな関係する

主体が相互に作用しあう努力の一般的な結果とし

て生じるパターンあるいは構造」９）であると定義さ

れる。その特徴は、従来の政策決定が中央政府を

頂点とした政府諸機関１０）に集中していたのに対し、

その権限が他の様々な行為主体に対して委譲され

政策決定自体が多様化する「構造の変化」にある

と考えられる。

　特に欧州においては同概念を発達させたものと

してマルチレベル・ガバナンスの概念が提示され

た１１）。Hooghe, Liesbet、Gary Marks （２００１）によ
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３） 地方自治体間における環境行政は、第一に刷新的な
知識に対する依存度の高さ、第二に環境汚染の越境性、
第三に環境問題にかかわるアクターの種類の多様性ゆ
え、比較的政策連携の必要性の高い政策領域であると
いえる。

４） 同国境地域の名称でもあるトラキアとは、同地域が
位置する平野部の名称である。ギリシア側では、
Thrace、トルコ側では、Trakya、ブルガリア側では
Trakia と表記される。
５） ユーロリージョンに関しては３．１にて詳述するが、
高橋和（２０００）、渡辺尚（２００２）が参考になる。
６） Association of European Border Regions:
 http://www.aebr.net/index.php.
７） Regional Association of Municipalities Trakia:
 http://www.ram-trakia.org.
８） トラキア国境地域においても地方自治体による自主
的な都市間協力関係としてタウン・トゥイニング・プ
ロジェクトが行われている。例えば三国間で行われ、
欧州連合によって Golden Star Project として表彰され
た“Town Twinning Project Egiros”がある。
９） 香川（２００３）p. ５５.
１０） この場合の政府系諸機関には、中央政府・地方政
府・自治体も含まれるが、従来の政策決定権は特に中
央政府に集中していると想定される。

１１） 欧州連合の統合理論に関する Cram, Laura（１９９６）



れば、同概念の特徴は欧州において中央集権を基

本とした国家から地方への分権と欧州連合という

超国家機関への権限委譲が進んだ事により、縦の

関係においては欧州連合に代表される超国家レベ

ル、国内の中央政府レベル、地域の地方政府レベ

ルの三段階、横の関係においては民間営利、民間

非営利、政府のネットワークの全ての行為主体が、

程度の差こそあれ様々な政策決定へ参加すること

が可能になったと設定している点である。

　この変化の理由として挙げられているのが、政

策領域における多様性の確保１２）である。つまり、

政策がミクロなレベルでは地方の特殊事情に、マ

クロなレベルでは国家を超えるグローバルなレベ

ルに効率的に対応する事が求められていることを

受けて、政策への参加主体も多様化せざるを得な

いという視点である。

　またマルチレベル化する領域は対象とする政策

によって異なるが、以下の三つの状況において特

に生じやすいと考えられている。第一に行政サー

ビスを対象とする公共と民間の境界部分、第二に

グローバルな問題を対象とする国家と国際の境界

部分、最後が国家領域を対象とする実際の国境線

部分である。

　これに加えて、マルチレベル・ガバナンスの概

念は、ある一つの政策に対する分析の視点として

も三つの特徴を提示し、この以下の三要素によっ

てガバナンス自体が変化すると指摘している点で

意義深いものであるといえよう。

１． 参加する行為主体が持つ政策策定・提案能
力（the distribution of policy competencies）

２． 税・財政上の権限（fiscal power）
３． 政策主体間の公式、非公式の関係（formal 

and informal power relations）
　以上のようなマルチレベル・ガバナンスの視点

を用いることで、２章・３章では実際の国境地域

協力に対する分析を行っていくものとする。

２．バルト海沿岸地域協力――ポーランドの地方
自治体の観点から――

　本章では、地方自治体１３）を中心とした国境地域

協力の例としてバルト海沿岸地域における環境問

題に関するネットワークを取り上げ、特にポーラ

ンドの地方自治体の観点からその意義と問題点を

指摘する。

　バルト海の国境地域協力に関するネットワーク

は中心に三層の総合ネットワークがある。政府レ

ベルの Council of the Baltic Sea States（以下
CBSS）、地域レベルの Baltic Sea States Subre-
gional Co-operation（以下 BSSSC）、地方自治体レ
ベルの Union of the Baltic Cities（以下 UBC）で
ある。これら三層のネットワークが、バルト海沿

岸諸国の問題に対して、その問題の属性により作

業を分担している。

　この中心となる三層のネットワークの他に、

イッシュー・ベースのネットワークが存在する。

環境問題でいえば、Helsinki Commission、
Baltic２１などが好例である。これらイッシュー・
ベースのネットワークがその問題の属性により、

総合ネットワークとコラボレーションを行って問

題を解決するというのがバルト海の地域協力の特

徴である１４）。

　本章の構成は、２.１でポーランドの地方行政改革
の結果、環境政策実施における地方自治体の役割

が増大してきたことを確認する。２.２ではバルト海
沿岸地域協力に関して、特に UBC を中心に地方
自治体ネットワークの意義について考察する。２.３
ではバルト海沿岸地域協力における残された問題

点を指摘する。

２．１　ポーランドの地方自治体と環境問題
　環境政策において、地方自治体の役割が重要で

ある理由としては、地域によって異なる環境問題

が存在することが挙げられる。ポーランドでは、
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の研究によれば同概念は、１９９２年ごろ欧州連合の地域
政策の変化を分析した Marks, Gary（１９９２）の研究に
よって提示され、現在では特に地方自治体を単位とし
た地域形成を表す概念として定着しつつあるとされる。

１２） Hooghe, Liesbet、Marks, Gary（２００１）p. ４.

１３） 本章で取り上げる地方自治体は、基礎自治体である
グミナ（市：gmina）である。ポーランドには現在、
広域自治体である県（ヴォイヴォドシップ）・中間自
治体である郡（ポヴィアト）・市と三層の地方自治体
が存在するが、体制移行直後から基礎自治体として活
動してきたのはグミナだけであるため、これを分析の
対象とする。

１４） Sosnicka, Anna（２００３）.



スモッグは南西部の主要問題であり、この地域の

工場群に起因する。東部では森林破壊や非持続可

能な土地利用管理が主要問題であり、生物や土壌

流出に注意が払われることなく木材の伐採が行わ

れていることによる１５）。したがって、地方自治体

は以下の二点の理由から環境政策における主要な

アクターとして期待される１６）。

　１：環境問題に関する重要性を最も認識し、か

つこれに対処する責任を有するという理由から、

環境問題に関する意思決定は民主的に選ばれた地

方自治体が行うべきである。

　２：自治体は、ローカルなニーズに対応するた

め、地域の多様なアクターの利害を集約し、ロー

カルな環境政策を実施することができる。

　１９８９年の体制転換以後、ポーランドにおける地

方行政改革は、Swianiewicz が急進型１７）と呼ぶ迅
速な改革を２度経験した。８０年代末、ポーランド

における地方行政改革に関する議論は盛んであっ

たが、詳細はほとんど決まっていなかった。それ

にもかかわらず、地方行政改革は移行後早期に導

入された。The new Government Act は、１９９０年
３月に通過し、これに基づいて１９９０年５月に市

（gmina）議会選挙が行われた。１９９９年から施行さ
れた、郡（powiat）の再導入、県（voivodship）の
再編成を含む地方行政改革も１９９７年９月の選挙で

連帯選挙行動（the Electoral Solidarity Action: 
AWS）と自由連合（Freedom Union: UW）の右派
２政党が政権をとってから急速に推進され、翌年

９月には県・郡の議会選挙が実施された。

　このような急速な地方行政改革は、地方の側に

十分な準備期間がないことから、１：訓練された

スタッフの不足、２：住民団体との協力関係の欠

如１８）、３：財政の国家への依存（表１参照）と

いった問題をはらむ。

　これらの問題点は地方自治体における環境政策

においても当てはまる１９）。つまり、地方自治体は

環境管理システムの実施に関する経験および専門

知識に欠けており、また環境政策実施に当たって

の財政的資源にも欠けている。しかしながら度重

なる地方行政改革は地方自治体に環境政策に関す

る事務権限を委譲してきた。１９８９年の体制転換以

後ポーランドの地方自治体が直面してきた問題は、

専門知識および財源がかけている中でいかにして

環境政策を実施していくか２０）という問題であった。

２．２　地方自治体を中心とする
環境問題に関するバルト海沿岸地域協力

　バルト海はポーランドの北に位置する。バルト

海は面積が狭いうえ、最深 ２６５ m と浅く、さらに
外海との海水の出入りが少ない海である２１）。ポー

ランドはバルト海流域における４０％の耕地と約半

数の人口を抱えている。１９８０年代にはグダンスク、

シュチェチンといったポーランドのバルト海沿岸

の湾では、ヴィスワ（Visla）川およびオーデル
（Odra）川から排出される大量の汚水と沿岸都市
の廃棄物により、深刻な環境汚染が進んでいた２２）。

表２は、１９８９年におけるバルト海汚染源の割合で

ある。ポーランドの国土の９９．７％がバルト海の流

域であるとはいえ、その割合は極めて高い。

　バルト海の環境保護は、ポーランド国家として

も優先順位の高い政策である。その背景にはエ

コ・スワップ（Dept-for-Environment Swap）があ
る。１９９１年、パリ・クラブ諸国は２０１０年までに

ポーランドの対外債務を５０％削減することを決定
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１５） Brieskorn, Ralph and Frank Petersen（１９９６）pp. 
１５０–１５１.
１６） Szacki, Jakub, et al.（１９９３）p. ２３.
１７） Swianiewicz によると、「あらかじめ新法についての
十分な議論や準備期間が与えられていないにもかかわ
らず、改革者は迅速に分権化の導入を決定する」事を
指す。Swianiewicz, Pawel（２００２）pp. ３–４.

１８） Kurdusiewicz, Izabela（２００２）p. ５.
１９） 体制移行後のポーランドの環境政策については、市

表１：地方自治体歳入構造の変化
（出典：Swianiewicz, Pawel （２００２） p. ８）

県郡市

２０００２０００２０００１９９８１９９５１９９２

 １．３ ６．３３３．２３３．５４０．１４７．３自己歳入 （％）

１４．６ １．４１６．５２４．７２３．１２２．２中央政府の税配分（％）

３７．８４７．７３２．８２５．４１５．２１１．７一般補助金 （％）

４１．４４３．７１７．６１６．４２１．６１８．８特定目的補助金 （％）

川（２００２）、香川（２００２a）、香川・市川（２００２）参照
のこと。

２０） Millard, Frances （１９９８） p. １６０.
２１） Nowicki, Maciej （１９９３） p. １２１.
２２） Ibid., p. ２７.



した。さらにその中の数カ国は、債務の一部を環

境保護目的で使うことを条件としたエコスワップ

の二国間同意を行った。１９９７年までに、ポーラン

ドは表３のとおり、他国とのエコスワップの二国

間同意を行っている。エコスワップによる資金を

管理・運用する独立した非営利組織として、エコ

ファンドが１９９２年に大蔵省によって設立された。

ここでは、海外からの援助が資金源であるという

性質を反映して、ポーランド一国にとどまらない

越境性の環境問題に対して、資金援助を行うとい

う特徴がある。その優先項目の中にバルト海汚染

も含まれる。

　バルト海のモニタリングを主な活動内容とする

ヘルシンキ・コミッションは、１９９０年９月、ス

ウェーデンのロネビー（Ronneby）における首相
級会合をうけバルト海共同包括的環境行動プログ

ラム（JCP２３））を立ち上げる。その後、１９９２年４
月の外相級会議が JCP を是認したことをうけ、プ
ログラム実施特別委員会（PITF２４））を設立した。

PITF の目的は、技術的・資金的に現実的な期間に
おいて、バルト海の環境およびエコロジカル・バ

ランスを改善することにある。PITFは１９９３－２０１２
年の２０年間のプロジェクトである。

　ロネビー会議後、８件のプレ・フィージビリ

ティ・スタディが、ヴィスワ川・オーデル川を含

む多くの地域で実施され、バルト海流域における

１３２の環境危険地域であるホット・スポット２５）が

特定された２６）。全１３２ホット・スポットのうち３７

のホット・スポットがポーランドに位置した。し

かし２００３年現在、積極的な環境投資および環境改

善努力により２４のポーランドのホット・スポット

はリストから削除された２７）。

　図３は、１９９３－２００１年の期間におけるポーラン

ドの都市ホット・スポットでの投資資金源の割合

を示したものである。環境改善のためポーランド

の自治体は、約３分の１の資金を負担している。

中央政府の負担は１７％、海外からの援助は３％、

PHARE を主体とする EU 諸基金は９％となって
いる。注目すべき点は、環境基金が３９％もの割合

を占めていることである。

　環境基金２８）はポーランドの環境使用料・課徴金

制度によって得られた資金を、環境投資に回すた

めの環境省管轄の機関である。ポーランドでは、

１９７０年代から環境保護管理システムの一部として、

環境および資源の利用に対して環境使用料・課徴

金制度が利用されてきた。共産主義下では環境使

用料のレートが低く抑えられ、排出量の削減およ

び歳入の増加がみられなかったが、１９９０年代に入
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表２：１９８９年におけるバルト海汚染源の国別割合（％）
（出典：Nowicki, Maciej（１９９３）p. ２４）

ドイツデンマークスウェーデンフィンランド旧ソ連ポーランド

３１１２０１１２０３５窒素

１２１１５１０１３４０リン

２１０２２１５３０２１BOD５

表３：各国のエコスワップ実施状況
（出典：OECD （１９９８） pp. ９–１０）

２０１０年までの援助額
（millions US$）

対債務比
（％）

年

 １７．０１０１９９０フィンランド

３７０．０１０１９９１アメリカ

 ４８．０ １１９９３フランス

 ５２．０１０１９９３スイス

  ６．５ ２１９９７スウェーデン

  ０．４N.A.１９９７ノルウェー

４９０．９計

２３） the Baltic Sea Joint Comprehensive Environmental 
Action Programme.

２４） the Program Implementation Task Force.

２５） ホット・スポットは、工業、農業、都市の三種に分
類される。本稿では自治体環境政策を取り扱うため、
都市ホット・スポットに焦点を当てる。

２６） Helsinki Commission （２００３） p. １０.
２７） Wlodarczyk, Ewa（２００３）.
２８） ここでいう環境基金とは国、県、郡、市の４層に細
分化された環境基金の総称として扱う。



り、環境使用料レートは共産主義体制下に比べ約

１８－２０倍と劇的に上昇し、現在では世界的に見て

も最も高いレベルにある２９）。ポーランドの環境使

用料・課徴金システムは、環境投資の増大をもた

らした経済的手法として中東欧地域のモデルと

なっている３０）。

　ポーランドの地方自治体の幸運は、環境改善の

ための資金源として環境基金が存在していたこと

である。表４はグダニスク市の予算と環境支出額

およびその予算に占める割合である。

　環境支出は１９９８年をピークに一時全予算の２２％

強を占めている。これは排水処理、廃棄物処理に

関するインフラ整備を進めた結果である。現在グ

ダニスクでは排水に関して問題はないという３１）。

したがって、ポーランドの地方自治体にとって最

も必要なのは、環境政策実施に伴う専門知識、ノ

ウハウであった。以下ではこれらの普及に貢献し

ているバルト海の地方自治体ネットワークである

UBC について述べる。
　UBC は、バルト海沿岸１０カ国の自治体間の協力
組織である。UBC は現在１００余りのメンバーを抱
えている。UBC 加盟自治体は、その規模、国内に
おける重要性においても多様である。人口の最も

少ない自治体は５０００人なのに対し、最大のサンク

ト・ペテルブルグは５００万人以上の人口を抱える。

UBC 加盟自治体の多くは、コペンハーゲン、ス
トックホルム、タリン、ヘルシンキのような大都

市であるか、地域の有力都市である３２）。

　UBC の役割は加盟自治体間の調整であり、その
主要な目的の一つが自治体環境活動の促進である。

この活動は、少なくとも旧東側加盟自治体にとっ

ては必須であった。UBC の環境委員会は、特に加
盟自治体間の環境保護分野における協力の増大と、

経験・ノウハウの交換に焦点をあてている。

　現在ノウハウの交換のためのプロジェクトとし

て、TBestC３３）というプロジェクトが行われてい
る。このプロジェクトは、生物多様性、エネル

ギー、健康、大気、情報・教育の５つのテーマ別

に都市グループをつくり、そこにおいてグッド・

プラクティスの移転およびその普及を行う３４）。当

該研究期間に集められた情報およびその分析に関
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図３：１９９３－２００１年におけるポーランド都市ホット・スポットにおける投資源
　　　（出典：Helsinki Commission （２００３） p. ２７）

表４：グダニスク市の予算と環境保護
（出典：The Gdansk City Executive Board （２００２） p. ６９）

％
環境保護支出
（PLN）

グダニスク市予算
（PLN）

年

１．４１３１７６４０９１３００３９３１９９１

７．９１０９１９７２９１３７９２６８４７１９９２

８．９１７０２７２４５１９２２２６２４９１９９３

５．２１４５４０４０８２７５２０９７１４１９９４

７．７２５９５７６３５３３４１９５９２８１９９５

１３．７６０８９３９６６４７８６４８３６０１９９６

１９．２１２９１８２８６９６７０９７６０８７１９９７

２２．９１８３４４９１５５８０００８２４３８１９９８

１５．３１２３１４３２８６８０４５３２０６２１９９９

６．４６５２１５９７２１０２２７９７５４５２０００

５．３６２８７９５５４１１８０９１０９８７２００１

２９） Anderson, Glen D., and Boguslaw Fiedor （１９９７） p. ３.
３０） Gorka, Kazimierz （１９９１） p. ２６、 Anderson, Glen D., 

and Boguslaw Fiedor （１９９７） p. ３.

３１） Dagmara Nagorka Kmiecik （２００３）.
３２） Jaos, Marko and Bjorn Gronholm （２０００） p. ８.
３３） Transferring Best Environmental Practices between 

Towns and Cities の略称。
３４） Veivo, Risto （２００２） p. １０.



しては、後日報告書として刊行され全加盟都市で

共有される。

　重要なことは、UBCは他のネットワークとの協
力に積極的であることである。その最も代表的な

例が「自治体環境政策に関するバルティック円卓

会議３５」である。２０００年５月にフィンランドの

トゥルクで開催されたこの会議には UBC のほか、
欧州の持続可能な自治体キャンペーンである

European Sustainable Cities and Towns Campaign、
国際的な自治体環境団体である International 
Council for Local Environmental Activities、中東
欧諸国の環境問題を扱う NGO アンブレラ組織で
ある Regional Environmental Center for Central 
and Eastern Europe、バルト海の環境に関する
イッシュー・ネットワークである Vision and 
Strategies around the Baltic Sea ２０１０および Baltic 
Local Agenda ２１ Forum、欧州委員会環境総局、
研究者、地方自治体関係者などが参加して行われ

た。

　このような会議を通して各ネットワークの情報

交換が図られ、多様なアクターのプラットフォー

ムが形成されている。

　バルト海には環境保護を扱う多くの組織やネッ

トワークが存在しており、多くの活動およびイニ

シアティヴは重なり合っている。ゆえに多くの情

報、助言、支援が存在するとも言える。このよう

に経験・ノウハウの移転および相互開発がバルト

海自治体協力の柱であるといえる。

２．３　今後の課題
　Cameron は、EU 加盟候補国の自治体の抱える
問題として以下の三点を挙げる３６）。

　第一はガバナンスの問題である。この視点は二

つの含意を持つ。一つは地方自治体内部のコミュ

ニケーションの不足である。同一の市庁舎の内部

にあって他の部門と十分な調整ができていない。

また、ローカルなステークホルダーとのパート

ナーシップも不十分である３７）。

　第二は資金の問題である。特にこれはポーラン

ド以外の中東欧諸国で顕著である。理由としては、

海外からの援助および投資の流入にもかかわらず、

その大部分は政府レベルであり、ゆえに資金を最

も必要としている地方自治体レベルには資金がほ

とんど下りてこないという現状がある。ポーラン

ドの場合は前述の通り環境使用料・課徴金に基づ

く環境基金により自助努力に多くを負っている。

　第三は能力の問題である。これは環境法の実

施・遵守を確保するための人的資源の不足、専門

知識の不足、そして最も重要な問題としてベス

ト・プラクティスの交換の不足が挙げられる。

UBC は加盟都市が限られているとはいえ、バルト
海流域都市に「能力の問題」の解決のためのア

リーナを提供しているといえる。

　今後は第一のガバナンスの問題を解決するため

に、より一層自治体内部において持続可能な発展

に基づいた行政を行う必要がある。UBC およびバ
ルティック円卓会議といったネットワークやネッ

トワーク間の交流が増大するにつれて、自治体の

環境当局のみならず住民を含めた地域社会全体の

環境意識が高まることが期待されている。

３．トラキア国境地域協力――ブルガリアの地方
自治体の視点から――

　本章では、トラキア国境地域協力の一事例とし

てユーロリージョン EMM ブルガリア側での地域
連携の動きを取り上げる。分析の視点として前述

のマルチレベル・ガバナンスの概念を用い、地方

自治体を中心としたブルガリア国内での地域連携

と、国境を越えた形で存在する国外での地域連携

について分析していく。

３．１　トラキア国境地域協力概観
　本研究で分析対象となるトラキア国境地域とは、

ブルガリア、トルコ、ギリシアの三国間をまたぐ

国境地域を指す。地理的に見れば、トラキアとは

三国をまたぐ形で存在する平野部の名称であるが、
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３５） Baltic Roundtable on Local Environmental Policy.
３６）  Cameron, Edward （２００３） p. １８.
３７） グダニスク市環境保護農業局のクミエチク女史は、
「行政システムにおいても困難が生じている。議員の説
得、執行部の説得にはかなりの労力がかかる。また、
この建物の中の協力も欠如している。人々の持続可能

な開発への理解の欠如ゆえ、この実施はきわめて難し
い。市民への環境意識の高揚も重要である。私もいく
つかの学校を訪問したが、市民への環境意識高揚のた
めの活動はまだ十分とはいえない。」と述べた。Kmie-
cik（２００３）.



今回研究対象となるトラキア国境地域とはトラキ

ア平野、およびその近辺の山間部も含めた広い地

域を指す。この地域はブルガリア、トルコ、ギリ

シアの三国間の国境によって分断された状態にあ

る。三国間におけるそれぞれの国境地域の名称が

“トラキア”３８）であることからも想像できるように、

その地理的共有性ゆえに同国境地域は文化や経済

など様々な分野において共通要素を持っている。

　現在、ブルガリア、トルコ、ギリシアの三国間

の国境地域であるトラキア国境地域では国境地域

協力が様々なレベルから行われている。例えば、

超国家レベルにおいては欧州連合による国境地域

協力を行うプロジェクト枠組み CBC Project
（Cross-Border Cooperation）３９）がスタートし、中
央政府レベルにおいては二国間関係、地域機関を

通した三国間での交流が活発化している４０）。しか

し、前述したような地方政府レベルに属する国境

地域の行為主体が中心となる新しい地域連携とし

ては、ユーロリージョン EMM での国境地域協力
を挙げることができよう。同協力は、その協力が

各国の地方自治体を中心としていること、また地

方自治体だけではなく国境地域の様々な行為主体

を政策決定に参加させている点で、マルチレベ

ル・ガバナンスの概念を当てはめることができる

事例であると考えることができる。

　欧州評議会（Council of Europe）および、欧州
における国境地域が加盟する協会である Associa-
tion of European Border Regions の定義によれば、
ユーロリージョンとは以下の三つの条件を満たす

ものである４１）。

１． 国境を跨ぐ地域に存在する地域（Regional）
もしくは地方（Local）中心であること

２． 常設の事務局（permanent secretariat）が
存在すること

３． 非営利組織であること
　ユーロリージョン EMMも、２００１年１０月の国境
地域協力に関する協定 Inter-regional Inter-border 

Agreement of Cross-border-cooperation の調印に
よって、同条件を満たしユーロリージョンとして

の活動を開始している。地理的には同ユーロリー

ジョンは、ブルガリア側ハスコヴォ県（Haskovo）、
ギリシア側エヴロス県（Evros）、トルコ側エディ
ルネ県（Edirne）という三国の地方自治体が持つ
行政区域において形成されている。主な政策決定

主体は三地域がそれぞれの国境地域において設立

した Border Line Union（以下 BLU）であり、
BLU に各国境地域の行為主体である、自治体、商
工会議所、企業、その他 NGO などが参加して協
力を行う仕組みとなっている。

　しかし、同ユーロリージョンにおける三地域は

BLU を形成し協力を行うという同様の手法を採り
ながらも、その速度には大きな差が生じている。

例えば、前述の条約調印においては、ブルガリア

側、ギリシア側が BLUという組織を通じて積極的
に国境地域協力を行っているのに対し、トルコ側

の BLUの動きは比較的消極的であることが確認さ
れている４２）。この差異の原因は、各国家内におけ

る地方分権の度合いに加えて、各国境地域内での

地域連携の仕組みそのものに違いが存在する点に

あると考えられる。よって以下では、特に移行国

家でありながら地域連携に成功しつつあるブルガ

リアに焦点を絞り、その地方分権の進捗状況と国

境地域協力の仕組みを分析する事で、自治体を中

心とした地域連携像について明らかにしていきた

いと思う。

３．２　ブルガリア側における地方分権と地域連携
の仕組み

　ブルガリアにおける地方分権は、１９８９年の東欧

革命から約二年後の１９９１年の新憲法制定に伴う地

方政府及び地方行政に関する法 Local Self-govern-
ment and Local Administration Act により開始さ
れ、１９９５年には欧州評議会による地方政府に関す

る欧州憲章 である European Charter on Local 
Self-government や他の代表的な予算、税制、選挙
に関する法が議会を通過している４３）。これらの法
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３８） ブルガリア名“RP@JH_”（英語表記“Trakia”）ギ
リシア名“Qr a'  khV”（英語表記“Thrace”）トルコ語
名“Trakya”（英語表記“Trakia”）となっている。

３９） Reeves, Teresa（２００３）、Soupilas, Konstantinos
（２００３）.
４０） Serafimova Nikolina（２００３）.
４１） 欧州評議会：http://www.coe.int、Association of 

European Border Regions：http://www.aebr.net.

４２） Yobcheva, Rayna（２００３）, Christos, Foutzitzis
（２００３）, Senol, Mesude（２００３）.
４３） 代表的な地方自治に関する法律は、地方選挙に関す
る法 Local Election Act（１９９５年制定）、地方税制に関
する法 Local Taxes and Fees Act（１９９７年制定）、自治



制定によって、地方自治に関してはある一定の裁

量が認められといえるが、現在でも特に以下の二

つの側面においてブルガリア地方自治は多くの困

難を抱えている。

　第一が財政の側面である。一連の地方分権を推

進させる法律制定によって、地方自治体における

政策裁量は中央政府の手を離れ始めているといえ

るが、それらの具体的な政策に必要となる予算に

対する地方自治体の裁量は非常に小さい。２００２年

のデータによれば、地方自治体が影響を及ぼすこ

とができる予算は全体の２４％にしか満たない。ま

た歳入の落ち込みにより、地方における投資の多

くは国家予算からの補助によって賄われているこ

とが確認されている。例えば本稿において分析対

象となるユーロリージョンに参加するハスコヴォ

市の場合、その歳出に占める中央政府からの補助

金は全体の約３０％に当たる４４）。

　第二は、自治体の行政能力４５）の不足である。ブ

ルガリアにおいては１９９１年の新憲法制定によって

急激に地方分権化を推し進めた結果、地方自治体

の行政能力と期待される行政に大きな差異が生ま

れた。これらは現在、地方政府の努力や国際機関

からの援助によって改善の途上にある。

　よってブルガリアにおける地方分権は発展途上

にあると考えられ、国境地域協力をめぐる地域連

携を自治体中心に行っていくにあたっては、ある

一定の困難性を保持していたと考えられる。

　以上のような自治体の困難性を保持しながら、

地域連携を成功に導く要素としてブルガリア側

ユーロリージョン EMM において特徴的なのは、
地域連携の枠組みである BLUの仕組みである。以
下では、この仕組みの概略と、地域連携の中心的

役割を果たしている地方自治体の連合組織 Re-
gional Municipalities Association Maritza（以下
RMA マリッツァ）について述べていきたい。
　前述したように、国境地域協力を行う為のプ

ラットフォームである BLU には自治体を含めた
様々な地域の行為主体が参加している。ブルガリ

ア側 BLU においても様々な特徴を持つ５７の組織
が国境地域協力を行う行為主体として参加してい

る。これらの５７の組織は基本的に対等かつ協調的

な協力主体としてネットワーク化されており、目

的に応じて国境内・外で協力を行う事で国境地域

協力が行われている。例えばこれまでには、ユー

ロリージョン EMM では、国境を越えた災害に対
応する消防訓練や図書館組織を通じての文化交流

などが実行されている４６）。しかし、ユーロリー

ジョン EMM それ自体が非常に新しいために、協
力のプラットフォームである BLU はネットワー
ク化された行為主体を結びつける機能を備えてい

ない。このため国境地域協力の行為主体の一つで

ある RMA マリッツァがこの機能を代替している。
　RMA マリッツァは、１９９５年にハスコヴォ県に
存在する１０の地方自治体をそのメンバーとして設
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図４：２００２年度における地方自治体の財源
　　　（出典：NABRM ホームページ）

体予算に関する法 Municipal Budget Act（１９９８年制
定）などがある。

４４） ハスコヴォ市 HP：
 http://bulgaria.domino.bg/haskovo/.
４５） 本稿で取り上げる行政能力とは、政策を立案・実
行・評価するために必要となる政治的・経済的な権限
及び能力を指す。

表５：自治体投資の構造
（単位　百万 BGN）

（出典：Changing Local Government（２００３．１０））

２００２２００１２０００１９９９１９９８

 ９４ ４８ ８２ ９８１４４自治体の独自歳入

１２３ ７４ ７６ ７５ ６８国家予算からの補助

２１７１２２１５８１７３２１２合　　計

４６） Yobcheva, Rayna（２００３）, Serafimova Nikolina
（２００３）.



立された、行政補完型の非政府団体である４７）。資

金的には、メンバーである地方自治体からの会員

料や地方自治体へのサービス提供から得られる収

入に加え、全体予算の約６０％を米国国際開発庁か

らの支援に依存している。主な目的は、前述した

行政能力の向上に貢献し、また様々な業務をサ

ポートすることである４８）。ユーロリージョン

EMM において RMA マリッツァは各自治体と同
じく国境地域協力を行うネットワークの行為主体

の一つとして参加している。しかしより興味深い

点は、同ユーロリージョン設立計画段階の１９９７年

から RMA マリッツァはその比重を、政策を行う
一行為主体としてよりは、前述した他の行為主体

を結びつけ協力に対する支援を行うことにより強

く置いていた点である。具体的には、RMAマリッ
ツァは１９９７年からユーロリージョン EMM が本格
的に設立される１９９９年までにユーロリージョンの

中心的な役割を果たすための準備を開始し、現在

はブルガリア側のユーロリージョン EMM の代表
オフィスとしての役割を果たしている。より具体

的には、RMA マリッツァはユーロリージョン
EMM の中心的存在としてネットワーク化された
５７の行為主体の状況を正確に認識し、各行為主体

の目的に即した協力のパートナーを BLU 内外か
ら探し出し協力をコーディネートする役割を担っ

ている事が確認されている。

３．３　今後の課題
　このようにユーロリージョン EMM ブルガリア
側においては、ユーロリージョンの計画段階から

自治体の行政能力不足を補う組織として RMA マ
リッツァを位置づけていた点は非常に興味深い。

しかし、同時に同組織が相互依存関係を持つ地方

自治体から一定の独立性を保っていた点が行為主

体のネットワークに貢献したことを忘れてはなら

ない。

　前述のように RMA マリッツァはその資金的な

支援を自治体よりも国外の援助機関である米国国

際開発庁に依存していた。この為自治体の意思の

みを RMA マリッツァを通じて国境地域協力に反
映させる事は難しく、行為主体間の関係は自治体

を中心としながらもあくまでもネットワークで

あってヒエラルキーとはなり得なかったと考えら

れる。しかし米国国際開発庁は２００７年にブルガリ

アから完全に退出する予定４９）であり、それ以降

ユーロリージョン EMM において現在と同様の

ネットワークが維持されるかどうかについては議

論の決着がついていない。

４．欧州における地域連携像

　以上二つの地域連携に関して考察を行ってきた

が、本章においてはこれら二つの調査研究を比較

し、欧州における地域連携像について明らかにし

ていきたいと思う。まず、４．１では二つの国境地域

協力の類似点と相違点を分析視点であるマルチレ

ベル・ガバナンスの概念を用いて整理する。次に

４．２においては、これらの比較分析結果から導き出

される地域連携像としてネットワーク・ポリ

ティー（Networked Polity）を提示する。そして
４．３においては、これらの地域連携像の持つ日本に

おける自治体を中心とした地域連携のあり方への

示唆に関して考察を行いまとめとする。

４．１　地域連携比較から得られる知見
　２章、３章において分析されたバルト海沿岸地

域協力、トラキア国境地域協力を比較する際に、

特に注目すべき点は両者ともに、国境地域におい

て地域連携の原動力となっている組織を有し、そ

れらがコーディネーターとしてネットワーク上の

行為主体を結び付けている点である。バルト海沿

岸地域協力においては、国境地域協力のプラット

フォームである UBC そのものが、トラキア国境
地域のユーロリージョン EMM においては、行為
主体の一つである RMA マリッツァがコーディ
ネーターの役割を担っている。この類似する組織

に注目しながら、両国境地域協力をマルチレベ

ル・ガバナンスの視点に当てはめると、三つの要

― ―70

４７） 初谷勇（２００１）によれば、非政府組織を含む民間非
営利組織は大きく分けて以下の三つの類型化が可能で
ある。即ち、一つ目が市場セクターに近い“企業型民
間非営利組織”、二つ目が政府セクターに近い“行政
補完型民間非営利組織”、そして最後が非営利性、非
政府性を徹底させた“市民事業組織”である。

４８） Yobcheva, Rayna（２００３）.
４９） Kiryakov, Kiril（２００３）, Yobcheva, Rayna（２００３）, 

Geratliev, Kiril（２００３）, Geratliev, Kiril（２００３）.



素について以下のような類似点、相違点が導き出

されると考えられる。

１． 参加する行為主体が持つ政策策定・提案能力
　まず両国境地域協力の共通性として、協力に参

加する行為主体の対等な政策策定・提案能力を実

現させた要因としてコーディネーターの役割を担

う組織が存在している点を挙げることができる。

この結果として、両組織が国境地域協力のネット

ワークに位置する行為主体を効果的に結びつけ、

政策能力を対等に共有できる仕組みを作り出して

いると言える。しかし同時に、コーディネーター

の役割を担う両組織の特徴は大きく異なっている。

バルト海沿岸地域協力においては UBCという行為
主体ではない協力のプラットフォームそのものが

コーディネーターの役割を担っているのに対し、

ユーロリージョン EMM においては、協力のプ

ラットフォームである BLU にそれほどの能力を
持たせることができないために一行為主体である

RMA マリッツァがコーディネーターの役割を担
わざるを得ない状況が生まれている。

２．税・財政上の権限

　次に政策に対する財源についての類似性として、

両国境地域における外部資金への依存度の高さを

指摘することができる。しかしポーランドの地方

自治体においては、地方自治体自身の拠出する資

金に地域の環境基金を合わせると、地域協力域内

からの拠出率が７０％を越える。これに対し、トラ

キア国境地域においては国境地域協力に必要な予

算はほぼ１００％欧州連合などの海外援助機関からの

支援に依存しており、独力で国境地域協力を行う

事はできない状況にある。

３．行為主体間の公式・非公式の関係

　最後に行為主体間の公式・非公式の関係につい

て、前述のコーディネーター機能を持つ両組織に

関しては資金的な依存による多少の力関係を観察

できるものの、行為主体全体に関しては基本的に

両組織を中心として対等かつ親密な関係が築かれ

ていると考えられる。この状態を実現させた要因

としては、特に従属関係が生まれやすい中央政府

と両組織、国際機関と両組織の関係性が対等に保

たれている点に注目すべきであろう。まず中央政

府自身が国際機関から様々な分野において広範な

支援を受けている為５０）、国際機関や地域機関の資

金的技術的支援下で作られた両組織に対し中央政

府が影響力を行使することは難しいと考えられる。

また欧州連合を中心とした国際援助機関自身が平

等かつ親密な関係を目指すマルチレベル・ガバナ

ンス型の関係を標榜しているため、支援する側の

国際機関と支援される側の両組織間にも従属関係

は生まれにくい。しかし３章で述べたように、ト

ラキア国境地域協力における RMA マリッツァは、
資金的な依存関係にある米国国際開発庁の退出後

に資金的な困難性に直面する可能性がある。この

為に、トラキア国境地域協力における行為主体間

の関係は従属関係に陥る脆弱性を孕んでいると考

えられる。これに対しバルト海沿岸地域協力にお

いては、コーディネーターである UBC そのもの
がプラットフォームであり、同時にその資金は地

域機関であるノルディックカウンシルや行為主体

からの参加費という継続性のある収入に依存して

いるため、トラキア国境地域協力のような脆弱性

を確認する事はできない。

　以上の三点から、両国境地域の類似性としては、

国境地域協力の原動力となる両組織、さらに両組

織によって実現された国境地域協力をめぐる参加

主体間の平等かつ親密な地域連携をあげることが

できよう。しかし同時に、両国境地域の相違点と

しては、バルト海沿岸地域協力の地域連携と比較

した場合のトラキア国境地域協力における行為主

体間のネットワークが脆弱である点を挙げること

ができよう。

４．２　ネットワーク・ポリティー
　このようにバルト海沿岸地域協力とトラキア国

境地域協力との間にはいくつかの相違点を見つけ

ることもできるが、両国境地域協力をめぐる類似

点から欧州において目指される地域連携像はネッ

トワーク・ポリティーにきわめて近い状態にある

と考えることができる。

　ネットワーク・ポリティーとは「機能的、領域

的に統一されていないにもかかわらず、組織横断

的、政府横断的に構築される関係の重層性によっ
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５０） Kiryakov, Kiril（２００３）, Soupilas, Konstantinos
（２００３）, Geratliev, Kiril（２００３）.



て結合された社会」５１）と定義される。同概念はマ

ルチレベル・ガバナンスをより具体化したもので

あり、様々な目的を持つ参加主体が政策を巡って

ネットワーク化している状態を表す。Ansell, 
Chris（２０００）によればネットワーク化された状態
とは、通常の政策では参加主体が垂直的な命令の

連鎖５２）によるヒエラルキー構造にあるのに対し、

同概念では参加主体同士が水平的な対話と調整５３）

によるヘテラルキー構造にあることであるとされ

る。よって、ネットワーク化された状態では、政

策主体の位置に関わらず、政策への対等な参加が

可能になっている。前項で述べたように二つの国

境地域協力では、連携に参加する主体が多様であ

り、さらに従来のヒエラルキー構造による影響力

が行使されることなく政策決定が行われるという

点で、同概念が想定する状態は両国境地域協力に

おける連携において分析された状態に近い。

　さらに前項で指摘した国境地域協力における連

携の原動力となった両組織の役割が、同概念の提

示する“中心”（Centrality）の存在に近い点が強
調されよう。同概念においては、政策に参加する

行為主体を水平的な対話と調整を行える状態に発

展させる存在として、政府機関やそれに近い非政

府機関を想定している。同存在の役割は、ネット

ワークにおいて行為主体間の単なる無差別な複数

対複数の関係を実現するだけではなく、上記のよ

うな効果的な複数対複数を実現するためのゲー

ト・ウェイとなることにあるとされる。両国境地

域における両組織は、この“中心”に近い意味合

いを持っており、この点でも国境地域協力におけ

る連携像がネットワーク・ポリティーに近いと考

えることができよう。

　またネットワーク・ポリティーを用いて、再度

相違点を分析すると両国境地域協力における相違

点は、ネットワーク・ポリティーを目指す段階の

差として認識することができる。

　前述のように両国境地域の相違点の一つは“中

心”としての役割を持つ、UBC と RMA マリッ
ツァの根本的な違いにあると考えられる。つまり

前者が“中心”としての役割のみを担うのに対し

て、後者は協力を行う行為主体であると共に“中

心”でもある。この原因としては、両国境地域が

もつネットワーク・ポリティーとしての時間的な

差異を指摘することができる。つまりバルト海国

境地域協力自体が１９７０年代からの長い歴史を持ち

UBCというプラットフォームが“中心”という役
割を担えるだけの仕組みを構築することができた

と考えられる。これに対し、トラキア国境地域協

力の動きは少なくとも東欧革命の１９８９年以降であ

り、国境地域協力の設立はユーロリージョン

EMM を含めて１９９９年以降に集中して開始されて
おり、“中心”を整備するだけの時間を持つことが

できなかったと考える事ができるのである。

　また、政策の財源において指摘された国境地域

協力を行うための財源の差異もネットワーク・ポ

リティーへ参加する地方自治体の発展過程の差異

であると認識することができる。２章で述べられ

たように、バルト海沿岸地域協力においては政策

への財源として地域連携の主な行為主体である地

方自治体の負担が全体の３分の１以上を担ってい

る。これに対してトラキア国境地域協力での政策

への財源はそのほとんどが国際援助機関である。

財源を含む地方分権を欧州連合加盟への一つの条

件と考えるならば、欧州連合加盟第一陣である

ポーランドと第二陣であるブルガリアとの進捗状

況の差異が国境地域協力における財源の差異を生

み出したと理解することもできよう。

４．３　まとめにかえて――日本への示唆――
　以上のように、国境地域協力に代表される欧州

の地域連携像はマルチレベル・ガバナンスの視点

を用いた場合、ネットワーク・ポリティーに極め

て近いものであり、それらが自治体を中心とした

地域連携の発展に貢献していることが確認された。

このような地域連携像が、日本で広まりつつある

自治体を中心とする地域連携に対しても、ある一

定の示唆を持つ点は強調されるべきであろう。例

えば２００２年に発足した地方分権研究会において 
は、県というレベルを超えて自治体が協力・連携

する仕組みが模索されている５４）。また国境を越え

た地域連携においても、例えば日本貿易振興会の

Local to Local 産業交流事業において地域の活性化
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５１） Ansell, Chris（２０００）p. ３０３.
５２） Ansell, Chris（２０００）p. ３０６.
５３） Ansell, Chris（２０００）p. ３０４.

５４） 地方分権研究会：
 http://www.bunken.gsec.keio.ac.jp/.



を図る自治体を支援するために、地方と海外との

直接的な事業交流支援を行っており、これまでに

２２３件の自治体がプロジェクトを終了している５５）。

以上のように日本においても地域連携への動きは

進みつつあり、上述したような地域連携を取り巻

くマルチレベル・ガバナンスの三要素を考慮した

ネットワーク・ポリティーを参考にし、より効果

的な地域連携を実現する必要があるといえよう。
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Abstract
　The article is an empirical study which is to contribute to developments of Japanese regional 
cooperation.　The study includes the analysis of two European cases, “The Baltic Sea Cooperation”, 
“Trakia Cross-Border Cooperation”, on the assumption that insights from these cases can be applied to 
Japan.　In terms of methodology we refer to the Multi-Level Governance perspective, namely the theory 
for the European regional governance which is focusing on the cohesion policy or the regional diversities.
　Both cases which are Cross-Border Cooperation have two peculiarities.　One is that each actor who 
participates in the cooperation has the equivalent and cooperative relationship with the others in the 
cooperation network.　The other is that the “Centrality” plays the pivotal role for sustaining this relation-
ship mentioned above.
　The further analysis on two cases suggests the “Networked Polity”, “which is functionally and territori-
ally disaggregated, but nevertheless linked together and linked to society through a web of interorganiza-
tional and intergovernmental relationship”, as the ideal model of the regional cooperation.　In conclusion, 
we explore the possibility of “Networked Polity” in Japan.


